
給付要件

ア 下肢⼜は体幹機能障がい⼜は乳幼児期以前の⾮進⾏性の能病変による

  運動機能障がい（移動機能障がいに限る）の障がい程度が3級以上である

  ⾝体障がい者（児）であって学齢児以上の者

イ 特殊便器への取替えをする場合に限り、上肢障がいの程度が2級以上の

  ⾝体障がい者（児）であって、学齢児以上のもの

②難病患者等であって、下肢⼜は体幹機能に障がいがあり

 ADL「歩⾏」が「⼀部介助」⼜は「前介助」の者

①次のいずれかの要件を満たしている者

浴室⼿すり

有限会社�アット

〒061-3202
⽯狩市花川南2条3丁⽬91-2

申請から納品・設置まで

⼀連のお⼿伝いをいたします

弊社
HPは

こちらから♪

当別・江別・北広島・⼩樽もご相談ください！

⽯狩市・札幌市
主な対象地域

そ

の他にも♪

たとえば…

裏⾯は…
特殊寝台・特殊マットのご紹介♪�������

給付額 ￥200,000

給付額 ￥60,000      

移動移乗⽀援⽤具

移動スロープなど

⼊浴補助⽤具

給付額 ￥90,000

⼊浴⽤イスなど

⽊製⼿すり スロープ設置

浴室改修

トイレ改修

引⼾へ変更段差解消

⽇常⽣活⽤具給付制度を利⽤し⽇常⽣活⽤具給付制度を利⽤し

住宅改修しませんか？住宅改修しませんか？


